
目

次

告

示

○
救
急
病
院
の
設
置
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
二

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
警
察
本
部

会

計

課
）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
五

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
六

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
六

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
六

公
営
企
業

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
病

院

局

つ
く
し
が
丘

病
院
運
営
室
）
…
七

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

十
和
田
市
立
中
央
病
院

十
和
田
市
西
十
二
番
町
一
四
の
八

令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
五
百
五
十
一
号

令
和
四
年十

二
月
十
九
日

（
月
曜
日
）



特
定
非
営
利

活
動
法
人
ｔ

ｅ
ａ
ｍ
．
Ｓ

ｔ
ｅ
ｐ

ｂ

ｙ

ｓ
ｔ
ｅ

ｐ

弘
前
市
大
字
城
東

三
丁
目
一
一
の
一

一

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
Ｎ
―
Ｓ
Ｔ
Ａ

Ｇ
Ｅ

弘
前
市
大
字
城
東

四
丁
目
四
の
一
一
令
和四･一二･三一

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年

十
二
月
九
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

青
森
市
大
字
奥
内
字
川
合
六
一
番
四
六
か
ら
六
一
番
六
七
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
㉕
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
㉕
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
六
八
・
七
〇
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
五
二
・
九
八
八

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
四
四
・
二
二
五

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
四
七
・
六
二
四

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
四
三
・
〇
〇
五

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
五
三
・
一
九
二

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
四
三
・
六
九
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
五
三
・
三
四
三

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
二
七
・
四
九
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
二
七
・
二
九
三

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
三
八
・
八
八
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
〇
七
・
八
八
〇

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
三
九
・
〇
三
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
〇
七
・
一
九
三

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
三
二
・
四
九
五

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
〇
五
・
七
五
九

⑨
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
一
七
・
二
五
二

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
五
・
三
二
九

⑩
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
二
二
・
一
八
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
六
・
四
〇
九

⑪
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
二
五
・
九
七
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
六
〇
・
八
五
〇

⑫
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
三
二
・
〇
四
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
六
二
・
二
一
一

⑬
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
四
一
・
八
一
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
六
四
・
三
七
一

⑭
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
五
一
・
五
三
〇

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
六
六
・
七
四
五

⑮
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
六
一
・
二
三
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
六
九
・
一
八
八

⑯
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
七
〇
・
九
〇
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
一
・
七
六
八

⑰
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
八
〇
・
五
三
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
四
・
五
五
三

⑱
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
九
〇
・
四
七
〇
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Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
五
・
九
一
二

⑲
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
〇
〇
・
六
五
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
六
・
一
六
七

⑳
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
一
〇
・
七
七
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
六
・
六
六
六

㉑
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
二
〇
・
八
九
八

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
七
・
二
〇
四

㉒
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
三
〇
・
八
一
四

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
八
・
六
七
〇

㉓
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
四
〇
・
四
三
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
八
〇
・
七
七
七

㉔
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
五
〇
・
九
八
〇

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
三
二
・
六
〇
〇

㉕
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
五
一
・
一
九
九

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
三
二
・
六
四
八

３

面
積

八
、
五
八
六
・
二
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

青
森
市
大
字
奥
内
字
川
合
六
一
番
四
四
か
ら
六
一
番
八
二
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示
（
平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号
）
で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
ア
の
地
点
か
ら
カ
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
及
び
ア
の
地
点
と
カ
の
地
点
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

ア
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
八
九
・
二
〇
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
〇
五
・
八
八
二

イ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
七
八
八
・
九
五
一

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
二
九
六
二
・
〇
〇
九

ウ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
七
六
六
・
二
四
三

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
六
五
・
六
五
〇

エ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
八
二
〇
・
二
六
二

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
〇
七
七
・
四
八
六

オ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
七
九
八
・
四
二
〇

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
一
七
七
・
一
七
七

カ
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
九
八
九
四
四
・
六
五
二

Ｙ
座
標

マ
イ
ナ
ス
一
三
二
〇
九
・
二
一
六

３

面
積

三
七
、
〇
二
八
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告
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株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
桜
川
支
店

青
森
市
奥
野
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
桜
川
通
り
支

店

青
森
市
奥
野
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
筒
井
支
店

青
森
市
奥
野
三
丁
目

株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
桜
川
筒
井
支

店

青
森
市
奥
野
三
丁
目



建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ク
リ
ー
ン
メ
ー
ト

二

代
表
者
の
氏
名

関
根
喬

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
青
柳
一
丁
目
八
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
〇
〇
九
五
一
号

五

取
消
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
通
信
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
建
設
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

富
士
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

松
下
覚

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
高
田
一
丁
目
一
〇
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
特
―
一
）
第
三
一
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
一
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ア
テ
イ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

坂
井
淳
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
南
類
家
五
丁
目
三
四
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
三
〇
〇
七
三
七
号

五

取
消
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
二
年
六
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

商
号
又
は
名
称

セ
ー
フ
テ
ィ
フ
ァ
ー
ス
ト
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

細
川
雄
一
朗

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
是
川
字
二
ツ
屋
六
の
六
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
）
第
三
〇
〇
二
六
八
号

五

取
消
年
月
日

令
和
四
年
十
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水

道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
四
年
十
一
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
建
設
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

男
性
警
察
官
用
冬
制
帽
外

総
数
七
千
三
百
七
十
七
点

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

指
名
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
十
一
月
二
十
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
さ
く
ら
野
百
貨
店

青
森
市
新
町
一
丁
目
一
三
の
二

六

落
札
金
額

四
千
六
百
八
十
七
万
七
千
百
五
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者

と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
四
年
十
月
十
一
日

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
長

瀬
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

澁

谷

俊

樹

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

木
村

久
榮

佐
藤

修
一

佐
藤

克
郎

笹

愼
一

福
島

彰

石
戸
谷

久

三
上

優

齊
藤

利
昭

工
藤

達
雄

齊
藤

秀
明

五
十
嵐

昇

弘
前
市
大
字
一
町
田
字
浅
井
四
七
二
の
一

〃

大
字
真
土
字
東
川
二
四
一

〃

大
字
藤
代
四
丁
目
二
の
六

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
六
の
一

〃

大
字
駒
越
字
高
田
一
一
の
三

〃

大
字
浜
の
町
東
五
丁
目
一
の
二

〃

大
字
熊
嶋
字
豊
田
一
八
〇
の
一

〃

大
字
土
堂
字
長
瀬
八
〇
の
二

〃

大
字
一
町
田
字
村
元
五
五
七
の
三

〃

〃

〃

六
六
一
の
二

〃

大
字
石
渡
三
丁
目
一
一
の
七

令
和四･一〇･
一就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

椛
澤

善
則

木
村

久
榮

佐
藤

修
一

佐
藤

克
郎

笹

愼
一

福
島

彰

石
戸
谷

久

三
上

優

齊
藤

利
昭

工
藤

達
雄

齊
藤

秀
明

五
十
嵐

昇

椛
澤

善
則

〃

大
字
高
屋
字
本
宮
五
三
二
の
二

〃

大
字
一
町
田
字
浅
井
四
七
二
の
一

〃

大
字
真
土
字
東
川
二
四
一

〃

大
字
藤
代
四
丁
目
二
の
六

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
六
の
一

〃

大
字
駒
越
字
高
田
一
一
の
三

〃

大
字
浜
の
町
東
五
丁
目
一
の
二

〃

大
字
熊
嶋
字
豊
田
一
八
〇
の
一

〃

大
字
土
堂
字
長
瀬
八
〇
の
二

〃

大
字
一
町
田
字
村
元
五
五
七
の
三

〃

〃

〃

六
六
一
の
二

〃

大
字
石
渡
三
丁
目
一
一
の
七

〃

大
字
高
屋
字
本
宮
五
三
二
の
二

〃四･
九･三〇退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
杭

止
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

八
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

中
南
地
域
県
民
局
長

澁

谷

俊

樹

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃〃〃〃〃〃

對
馬

孝
夫

西
澤

孝
政

澁
谷

榮
悦

鼻
和

健
安

三
上

金
蔵

神

美
津
男

鳴
海

清
彦

弘
前
市
大
字
鳥
井
野
字
長
田
二
一
〇

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
三
七
の
一

〃

大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

大
字
鼻
和
字
西
田
二
三
五
の
三

〃

大
字
愛
宕
字
山
下
一
四
七

〃

大
字
富
栄
字
浅
井
名
五
四

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

令
和四･一〇･
一就
任

〃〃〃〃〃〃

〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

石
郷
岡

浩
昭

本
田

寿
光

髙
屋

和
己

工
藤

賢
生

對
馬

孝
夫

西
澤

孝
政

澁
谷

榮
悦

鼻
和

健
安

三
上

金
蔵

神

美
津
男

鳴
海

清
彦

石
郷
岡

浩
昭

本
田

寿
光

對
馬

敏
彦

髙
屋

和
己

〃

大
字
前
坂
字
船
山
八
四
の
一

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

大
字
富
栄
字
笹
崎
一
七
四

〃

大
字
十
腰
内
字
猿
沢
一
三
四

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
二
一
〇

〃

大
字
如
来
瀬
字
種
本
三
七
の
一

〃

大
字
兼
平
字
猿
沢
二
三
の
八

〃

大
字
鼻
和
字
西
田
二
三
五
の
三

〃

大
字
愛
宕
字
山
下
一
四
七

〃

大
字
富
栄
字
浅
井
名
五
四

〃

大
字
蒔
苗
字
福
岡
一
一

〃

大
字
前
坂
字
船
山
八
四
の
一

〃

大
字
鼻
和
字
岩
井
五
二
の
一

〃

大
字
鳥
井
野
字
長
田
一
四
〇

〃

大
字
富
栄
字
笹
崎
一
七
四

〃〃〃〃四･
九･三〇退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
島

守
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

三
八
地
域
県
民
局
長

富

谷

正

行

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

金
谷

潤
吉

八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
上
荒
谷
三
七

令
和
四･
九･二五

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
十
和
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田
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
四
年
十
月
三
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

上
北
地
域
県
民
局
長

石

橋

豊

公

営

企

業

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｘ
線
一
般
撮
影
装
置

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
病
院
局
運
営
部
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
三
五
三
の
九
二

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

江
渡
商
事
株
式
会
社

青
森
市
問
屋
町
一
丁
目
一
一
の
一
五

六

契
約
金
額

四
千
十
五
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

の
規
定
に
よ
り
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

二
度
の
入
札
に
付
し
た
が
落
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低

の
価
格
の
見
積
を
行
っ
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


